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令和８年度ぐんまネイチャーポジティブ推進プラットフォーム 

マッチング支援及び人材育成セミナー等運営業務委託 

企画提案要領 
 

１ 業務の名称 

令和８年度ぐんまネイチャーポジティブ推進プラットフォームマッチング支援及び人

材育成セミナー等運営業務委託 

 

２ 業務の目的  

「ネイチャーポジティブ（以下「NP」という。）」とは、自然を回復軌道に乗せるた

め、生物多様性の損失を止め、反転させることを意味する世界的な社会目標である。NP

実現のためには、自然を守ることだけではなく、私たちの社会・経済全体が生物多様性

の保全に貢献するような「社会変革」が必要で、とりわけ、経済活動の主体である企業

が、NP経営（自然資本保全の概念を重要課題として位置づけた経営）へ移行していく

ことが重要である。 

群馬県（以下「県」という。）では、県に NP経営企業を集積させることで、豊かな自

然資本を生かした付加価値を生み出しながら生物多様性を保全し続ける「群馬県版 NP

経営エコシステム｣の形成を促進することを目的とし、「ぐんまネイチャーポジティブ推

進プラットフォーム」を令和７年５月に創設した。 

本事業はこの目的を達成するために必要な企業・団体間の協業促進やマッチング支

援、人材育成セミナー等の運営を行うものである。 

 

３ 業務委託期間 

  契約締結の日から令和９年３月 31日まで 

 

４ 委託上限額 

  9,999,000円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とします。 

ただし、令和８年度群馬県一般会計予算の議決状況等により予算額が変動する場合が

あります。また、委託上限額での契約を保証するものではありません。 

 

５ 業務の内容  

令和８年度ぐんまネイチャーポジティブ推進プラットフォームマッチング支援及び人

材育成セミナー等運営業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）記載のとおり 
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６ 応募資格 

次の条件をすべて満たしていること。 

（１）日本国内に本社、本店又は活動拠点を置いている法人（法人格の種類は問わない） 

（２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当していな

い者 

（３）破産宣告を受け復権していない者でない者 

（４）銀行取引停止処分を受けている者でない者 

（５）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立て、又は民

事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続の申立てがなされている

者でない者 

（６）国税及び地方税等を滞納している者でないこと 

（７）群馬県の指名停止処分を受け、その期間が終了していない者でない者 

（８）暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でない

者 

 

７ スケジュール 

（１）公告（企画提案書募集開始） 

令和８年２月 12 日（木） 

（２）参加申込書提出期限 

令和８年２月 26 日（木）17時必着 

※詳細は下記９のとおり 

（３）質問受付期限 

令和８年２月 27 日（金）17時必着 

※詳細は下記 10 のとおり 

（４）質問回答 

令和８年３月４日（水）（予定） 

※詳細は下記 10 のとおり 

（５）企画提案書提出期限 

令和８年３月 16 日（月）17時必着 

※詳細は下記 11 のとおり 

（６）審査（書面審査） 

   令和８年３月 18日（水）～23日（月）（予定） 

   ※詳細は下記 12のとおり 

（７）結果通知 

令和８年３月下旬（予定） 
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８ 企画提案要領・仕様書・様式の配布 

  県ホームページからダウンロードしてください。 

  （URL https://www.pref.gunma.jp/site/nyuusatsu/735519.html） 

 

９ 参加申込 

本公募への参加を希望する事業者は別紙「様式１参加申込書」をメールにて PDF形式で

提出してください。提出期限までに参加申込書の提出がない場合は、本プロポーザルへの

参加はできません。 

（１）参加申込期限 

令和８年２月 26日（木）17時必着 

（２）提出様式 

     別紙様式１参加申込書による 

（３）提出先・提出方法 

     以下提出先のメールアドレスあてに PDF形式にて提出してください。 

     （提出先） 

群馬県 環境森林部 自然環境課 自然環境係 

電話：027-226-2872 e-mail：kanshizen@pref.gunma.lg.jp 

※件名を「【参加申込】令和８年度ぐんまネイチャーポジティブ推進プラット

フォームマッチング支援及び人材育成セミナー等運営業務委託公募」として

ください。 

      ※参加申込書を提出した際は、必ず電話にてメールの受信確認をしてくださ

い。 

 

10 質問受付・回答 

  次のとおり、企画提案を予定している事業者から質問を受け付けます。 

（１）質問受付期限 

令和８年２月 27日（金）17時必着 

（２）質問様式 

別紙様式２質問票による 

（３）提出先・提出方法 

９（３）のメールアドレスあてに PDF形式にて提出してください。 

※件名を「【質問】令和８年度ぐんまネイチャーポジティブ推進プラットフォー

ムマッチング支援及び人材育成セミナー等運営業務委託公募」としてくださ

い。 

     ※質問票を提出した際は、必ず電話にてメールの受信確認をしてください。 

（４）質問回答 
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質問に対する回答は、令和８年３月４日（水）までに参加申込者全員に対し、メ

ールで回答する予定です。質問事業者名は公開しません。 

 

11 企画提案書等の提出 

参加申込者は次のとおり企画提案書等を提出してください。 

なお、参加申込者以外からの企画提案書等は受け付けません。また、参加申込者であっ

ても、提出期限経過後の企画提案書等は受け付けません。 

（１）提出書類 

① 企画提案書（表紙）＜様式３＞：１部 

② 企画提案書（本体）（任意様式）：６部 

③ 費用見積書（任意様式）：６部 ※内容は（２）のとおり 

④ 業務実施体制表＜様式４＞：６部 

⑤ 法人登記簿謄本（３ヶ月以内に発行されたもの）（＊）：１部 

⑥ 決算書（直近のもの１期分（半期決算の場合は２期分））（＊）：１部 

⑦ 暴力団排除に関する誓約書 ＜様式５＞（＊）：１部 

⑧ 課税（又は免税）事業者届出書 ＜様式６＞：１部 

⑨ その他資料（会社概要がわかるパンフレット等）：６部 

※上記①～⑨については、書面での提出のほか、電子データでも提出すること。 

※（＊）の付いた資料は、群馬県「令和６・７年度物品等購入契約資格者名簿」登

載者は提出不要。 

（２）費用見積書の作成に当たっての留意点 

宛名は「群馬県知事 山本 一太」とし、本要領の「４ 委託上限額」を参照のう

え、各項目の内訳、単価・数量、消費税及び地方消費税を明記してください。 

なお、優先交渉者に選定された事業者には、選定された企画提案に基づき業務内

容を調整のうえ、再度見積書の提出をお願いします。 

（３）提出方法・提出期限 

① 提出方法 

（４）の提出先に、書面を持参または郵送、電子データをメールにてそれぞれ

提出してください。 

② 提出期限 

令和８年３月 16日（月）17時必着 

（４）提出先 

〒371-8570 群馬県前橋市大手町１－１－１ 群馬県庁 15階 

群馬県 環境森林部 自然環境課 自然環境係 

電話：027-226-2872 e-mail：kanshizen@pref.gunma.lg.jp 

※件名を「【企画提案】令和８年度ぐんまネイチャーポジティブ推進プラットフ
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ォームマッチング支援及び人材育成セミナー等運営業務委託公募」としてく

ださい。 

※送信後は必ず電話でメールの受信確認をしてください。 

※電子データの提出ファイルは PDF形式で添付し、１通あたりの添付ファイル容

量は７MBまでとしてください。 

（５）応募書類等の取扱い 

① 提出された応募書類は返却しません。 

② 提出された応募書類は、本業務の優先交渉者選定に係る審査にのみ使用します。 

③ 提出された応募書類は、審査の必要上、複製を作成する場合があります。 

（６）その他事項 

① 応募書類の作成・提出に要する経費は提案者の負担とします。 

② 提出期限後、提案者の都合による書類の追加及び差し替えは、一切認めません。 

③ 提案者が提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該企画提案を無効とし、契約

締結後にその事実が明らかになった場合には、契約を解除することがあります。 

④ 企画提案書提出後に辞退する場合は、速やかに県に連絡するとともに、その事

実を書面にて提出してください。 

 

12 審査 

別途設置する審査会が、提出された書類に基づいて審査を行い、総合的に最も評価の高

い企画提案を行った事業者を優先交渉者として選定します。 

なお、審査結果は令和８年３月下旬を目途に、企画提案参加者全員に文書で通知します。

また、優先交渉者は県ホームページ上でも公表します。 

（１）審査基準 

① 事業的確性【20点】 

本事業の趣旨・目的に沿った内容であるか、提案内容は総合的に判断して適当

か等 

② 企画力・独創性【20点】 

事業趣旨を理解した上で、特筆した提案があるか等 

③ 効果性【30点】 

費用に対して十分な効果を期待できる内容であるか等 

④ 実現性【20点】 

業務スケジュールは適当か、業務の実施体制・遂行能力は十分か等 

⑤ 費用の妥当性【10点】 

積算内容・金額は適当か等 

（２）審査日程・内容 

① 日程 令和８年３月 18日（水）～23日（月）予定 
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② 内容 事前に提出された企画提案書の書面審査 

 

13 契約 

（１）契約期間 

契約締結日から令和９年３月 31日（水）まで 

（２）契約方法 

① 審査基準に基づき、総合的に最も評価の高い企画提案を行った提案者を優先交渉

者として選定し、契約相手方の候補者とします。 

② 契約時には、本企画提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、具体的な

契約内容及び委託金額については、県との交渉で決定します。 

③ 上記交渉が不調に終わった場合、次点とされた者と交渉する場合があります。 

④ 契約締結に必要な経費は受託者の負担とします。 

⑤ 委託により製作されたものに関する全ての権利は、県に帰属します。 

 

14 企画提案要領記載外の事項 

本企画提案要領に定めのない事項又は本企画提案要領に記載の事項について疑義が生

じた場合には、必要に応じて関係者と協議の上、県が定めるものとします。 

 

15 その他 

（１）本業務は、国の「地域未来交付金（地域未来推進型）」を活用して行う事業であり、

国予算が成立しなかった場合、国が本業務に係る交付金の交付決定をしなかった場合、

又は令和８年度群馬県一般会計予算が議決されなかった場合は、本件プロポーザルに

ついて停止等を行うことがあります。これにより、事業者において損害が生じた場合、

県ではその損害について、一切負担しません。 

（２）本件プロポーザル後の当該見積合せの相手方の決定の効果は、令和８年４月１日に令

和８年度予算発効時において効力を生じます。 

（３）契約保証金については、令和８年４月１日において、群馬県財務規則第 199条第１項

各号に該当する場合は免除します。それ以外の場合は、群馬県財務規則第 198条の規定

に基づき、契約予定総額（単価に予定数量を乗じ、消費税及び地方消費税を加算したも

の）の 100分の 10以上を納めること。 

 

16 問合せ先 

〒371-8570 群馬県前橋市大手町１－１－１ 群馬県庁 15階 

群馬県 環境森林部 自然環境課 自然環境係 

電話：027-226-2872 e-mail：kanshizen@pref.gunma.lg.jp 

 


